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価 格 改 定 の お 知 ら せ 
 
拝啓 平素は格別のお引き⽴てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、誠に恐縮ではございますが、当社製品の価格改定についてご案内申し上げます。 
今回の価格改定は、原材料や電気料⾦、物流等の費用上昇への対応に加え、内閣官房及び公正取引
委員会が公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に基づき、労務費への適切な
価格転嫁を図ることを目的としています。 これにより、お客様に一層ご満足いただける製品やサービスの提供
に誠心誠意努めてまいります。 
つきましては、以下の通り製品およびサービスの価格改定をお願い申し上げます。 
 
１．対象製品・サービスと価格改定率 

下記の製品  10〜15%程度 
反射濃度計 R700、R710、R750 
⽩⿊透過濃度計 TM-5、T5plus、T5plus＋、T5plusUV 
分光⾊差計・濃度計 S300、R800、PCS-1 
デジタル線幅測定機 AccuLineⅡ 

付属品、消耗品、交換部品  10〜15%程度 
機器及び基準板の校正、修理・点検 20%程度 

 
２．改定時期 
 令和 7 年 5 月 1 日 ご注文分より 
 
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
今後とも 『伊原 測⾊計・⾊差計』 に変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 

敬具 
 
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」については、下記の URL をご覧ください。 
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html 


